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法
律
違
反
に
対
す
る
秩
序
罰
の
一
種
で
あ
る
過
料
に
つ
い
て
は
、
刑
事
罰
と
異
な
り
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
の
適
用
は
な
い
。

そ
の
た
め
比
較
的
反
社
会
性
が
弱
い
行
為
に
科
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
適
用
範
囲
や
運
用
実
態
な
ど
は
一
般
に
周

知
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
状
況
で
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
に
過
料
の
規
定
が
設
け
ら
れ
る

こ
と
と
な
れ
ば
、
過
料
の
対
象
と
な
る
行
為
が
過
度
に
罪
悪
視
さ
れ
、
行
為
者
に
対
す
る
差
別
、
偏
見
、
誹
謗
中
傷
や
、
摘
発

さ
れ
て
い
な
い
行
為
者
に
対
す
る
私
的
制
裁
や
当
局
へ
の
過
大
な
摘
発
圧
力
を
招
く
懸
念
が
あ
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

昨
年
末
時
点
で
、
我
が
国
に
お
い
て
過
料
の
規
定
を
設
け
て
あ
る
法
律
は
い
く
つ
あ
る
か
。 

二 

そ
れ
ら
の
法
律
に
よ
っ
て
過
料
が
科
せ
ら
れ
た
事
案
の
件
数
は
過
去
三
年
間
で
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
き
た
か
。 

三 

過
料
の
対
象
と
な
る
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
疑
い
で
行
為
者
の
身
柄
を
拘
束
で
き
る
場
合
は
あ
る
か
。 

四 

過
料
を
実
際
に
科
す
場
合
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
に
基
づ
き
「
過
料
に
つ
い
て
の
裁
判
」
を
経
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の

裁
判
の
性
質
は
行
政
処
分
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。 

五 

過
料
の
対
象
と
な
る
行
為
が
あ
る
と
一
般
私
人
が
思
料
し
た
場
合
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
の
適
用
が
な



 

２ 

 

い
こ
と
か
ら
、
告
発
す
る
権
利
は
な
い
も
の
と
解
し
て
よ
い
か
。 

六 
過
料
の
対
象
と
な
る
行
為
が
あ
る
と
公
務
員
が
思
料
し
た
場
合
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
の
適
用
が
な
い

こ
と
か
ら
、
告
発
す
る
義
務
は
な
い
も
の
と
解
し
て
よ
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


